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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

011,084,2
(013,001,0)

鳥取赤十字病院 350〒680-8517
鳥取市尚徳町１１７

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
　　　（電情）第113号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
　　　　　届出を行う点数:検査･画像情報提供加算
　　　　　届出を行う点数:電子的診療情報評価料

011,223,6 たなか小児科医院 〒680-0844
鳥取市興南町７６番地

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第557号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

011,249,1 医療法人社団　横浜小
児科内科医院

〒680-0003
鳥取市覚寺５６－１

時間外対応加算１
　　　（時間外１）第142号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

021,107,9 社会医療法人同愛会　
博愛病院

199〒683-0853
米子市両三柳１８８０

医師事務作業補助体制加算１
　　　（事補１）第164号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
　　　　　① 以下の②以外の病床　配置基準:５０対１補助体制加算
ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
　　　（Ｃ・Ｍ）第234号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
　　　　　撮影に使用する機器：６４列以上のマルチスライスＣＴ
　　　　　今回の届出の区分：機器の追加
　　　　　撮影に使用する機器：ＭＲＩ（１．５テスラ以上３テスラ未満）
乳房ＭＲＩ撮影加算
　　　（乳房Ｍ）第16号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
　　　（緊整固）第6号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
麻酔管理料（Ⅰ）
　　　（麻管Ⅰ）第154号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

021,222,6 木村皮膚科クリニック 〒683-0802
米子市東福原３丁目８－
５８

下肢創傷処置管理料
　　　（下創管）第24号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

021,346,3 米子中海クリニック 〒683-0854
米子市彦名町１２５０番
地

別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所
　　　（支援診３）第261号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

021,366,1 米子こどもクリニック 〒683-0008
米子市車尾南一丁目１５
番４８号

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
　　　（電情）第114号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
　　　　　届出を行う点数:検査･画像情報提供加算
　　　　　届出を行う点数:電子的診療情報評価料

021,369,5 たにぐちクリニック 〒689-3514
米子市尾高９０４－１

地域包括診療加算
　　　（地包加）第228号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
　　　　　地域包括診療加算の区分:地域包括診療加算２
　　　　　在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の連絡体制を確保している

151,078,4 大山町国民健康保険大
山口診療所

〒689-3332
西伯郡大山町末長４８３
番地３

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注２に規定する遠隔モニタリング加算
　　　（遠隔持陽）第39号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

801,002,8
(803,002,2)

鳥取大学医学部附属病
院

697〒683-8504
米子市西町３６番地１

麻酔管理料（Ⅰ）
　　　（麻管Ⅰ）第155号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日


